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○須賀川市委託業務等共同企業体取扱要綱 

平成26年11月14日制定 

改正 

令和2年4月1日 

須賀川市委託業務等共同企業体取扱要綱  

（趣旨） 

第１条 この要綱は、市が発注する建設工事以外の業務（以下「委託業務等」という。）に関

する共同企業体の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。 

（対象業務） 

第２条 共同企業体により実施することができる委託業務等は、市長が、経営資源及び技術力

の結集等により単体企業による業務遂行に比べ効果的であると認める業務に限るものとする。 

（構成員の数） 

第３条 共同企業体の構成員の数は、2者又は3者とする。 

（構成員の要件） 

第４条 共同企業体の全ての構成員は、発注しようとする委託業務等の契約区分について、須

賀川市競争入札参加資格登録規程（平成30年告示第97号）第2条に規定する、競争入札参加

資格者名簿に登録されていなければならない。 

２ 構成員は、一体となって委託業務等を履行し、連帯して責任を負う者でなければならない。

この場合において、法令に基づき配置する技術者等に関しては、代表構成員が配置するもの

とする。 

（結成方法） 

第５条 共同企業体の結成に当たっては、委託業務等共同企業体協定書（第1号様式）（以下

「協定書」という。）により協定を締結するものとする。 

（代表者） 

第６条 共同企業体の代表者（以下「代表者」という。）は、構成員のうち中心的な役割を担

う者でなければならない。 

（出資割合） 

第７条 代表者の出資割合は、構成員のうち最大であるものとする。 

２ 出資割合は、各構成員が委託業務等に関与する割合を反映するものでなければならない。 

（構成員となり得る者への周知等） 

第８条 市長は、委託業務等について共同企業体に履行させることとした場合は、入札に関す

る公告により周知するものとする。ただし、指名競争入札による場合は、須賀川市入札参加

資格等審査会設置要綱（平成21年4月制定）第1条に規定する須賀川市入札参加資格等審査会

の審議の結果、共同企業体の構成員として適当と認められる者として選定された当該事業者

に対して、第2号様式により通知するものとする。 

２ 前項の規定により通知を受けた構成員となるべき者が、構成員となることを辞退するとき

は、当該通知を受けた日から5日以内に辞退届（第3号様式）を市長に提出するものとする。 

（入札参加資格審査申請） 

第９条 一般競争入札に参加しようとする者又は前条第1項の規定により通知を受けた事業者

で当該委託業務等の指名競争入札に参加しようとする者は、任意に共同企業体を結成し、指

定された期日までに次の書類を市長に提出するものとする。 

(1) 入札参加資格審査申請書等（入札参加資格告示に定める各様式） 
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(2) 委託業務等共同企業体構成員表（第4号様式） 

(3) 協定書の写し 

（解散の時期） 

第10条 委託業務等を受託した共同企業体は、当該契約履行後3月を経過するまでの間は解散

することができないものとする。 

２ 委託業務等の相手方とならなかった共同企業体は、当該契約が締結された日に解散するも

のとする。 

（編成表の提出） 

第11条 委託業務等を実施する共同企業体は、構成員全員による共同履行を確保するため、契

約締結時に共同企業体運営委員会の委員名、事務所の組織及び人員配置等を記載した共同企

業体編成表を市長に提出するものとする。 

（構成員の脱退及び加入） 

第12条 共同企業体の委託業務等の履行途中において、共同企業体の構成員のいずれかが脱退

した場合には、残存構成員が共同連帯して委託業務等完了の義務を負うものとする。 

２ 市長は、前項の場合において、脱退した構成員が委託業務等の主導的役割を担っていたこ

と等により、残存構成員のみでは適正な履行の確保が困難と認められるときには、残存構成

員からの共同企業体構成員新規加入承認申請書（第5号様式）により、新たな事業者を当該

共同企業体の構成員として加入させることができるものとする。 

附 則 

この要綱は、平成26年11月14日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。 
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第１号様式（第5条関係） 
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第２号様式（第8条関係） 
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第３号様式（第8条関係） 
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第４号様式（第9条関係） 
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第５号様式（第12条関係） 

 

 


